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ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

別府公共職業安定所広報 

2024 年 3 月号 

P 1 1  

P 2 3  

P 3 4 2024年 4月から時間外労働の上限規制が適用

P 3 5  

P 4 6 管内労働市場の動き（1月内容） 

P 4 7 セミナー・各種面談会・面接会のお知らせ 

P 2 2  

1 
《事業主の皆さまへ》 

職業安定法施行規則の改正により 2024（令和 6）年 4 月 1 日以降、ハローワークに求人申込を行う場合は、
求人票に以下の①～③の明示をお願いします。 

① 従事すべき業務の変更の範囲 ※ ②  就業場所の変更の範囲  ※ 

採用後、将来の配置転換など雇入れ直後の業務と異な
る業務に配置される見込みがある場合には「仕事の内
容」欄に変更後の業務を明示してください。 
採用後に業務内容の変更する予定がない場合は「変更
範囲：変更なし」と明示してください。 

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配

置される見込みがある場合は、「転勤の可能性」欄の「1.

あり」に〇をした上で、転勤範囲を明示してください。 

※「変更の範囲」とは雇入れ直後だけでなく将来の配置転換など今後の見込みも含めた締結する労働契約期間中での変更の範囲のことです。 

③ 有期労働契約を更新する場合の基準 ※ ※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。 

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了
時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更
新の可能性」欄を「１.あり」に〇を付けてください。 

・更新継続が期待される場合は、「原則更新」、更新の
可能性はあるもののそれが確実でない場合は「条件
付きで更新あり」に〇を付けてください。 

■原則更新の場合は次のように明示ください。 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「求人に関する特記事項」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 

※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

■条件付きで更新ありの場合は次のように明示ください。 

「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載 

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限あり 

「契約更新の条件」欄に 

更新上限：有（通算契約期間●年／更新回数▲回） 

※更新上限がない場合にその旨を記入する必要はありません。 

詳しくはハローワーク別府 求人企画部門まで
お問合せください。 ☎ 0977-23-8609（31#） 

六郷満山峯入り（国東市） 
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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 
この法定雇用率の引上げなどについてお知らせいたします。 

法 定 

雇 用 率

令 和 

５年度 

令和 6 年 

4 月 

令和 8 年 

7 月 

民間企業の 
法定雇用率 

2.3% 2.5% 2.7% 

対象事業主 
の範囲 

43.5 
人以上 

40.0 
人以上 

37.5 
人以上 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には
以下の義務があります。  

●毎年 6 月 1 日時点での障害者雇用状況のハローワーク
への報告 

●障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推
進者」の選任（努力義務） 

2 
《事業主の皆さまへ》 

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降） 
 ●週所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の精神障
害者について当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等
に関係なく 1 カウントとして算定できるようになりました。 

一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率
への算定（令和６年４月以降）  

●週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の精神障
害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、
雇用率上、0.5 カウントとして算定できるようになります。 

週 所 定 

労働時間 
30ｈ以上 

20ｈ以上 

30ｈ未満 

10ｈ以上 

20ｈ未満 

身体障害者 1 0.5 ― 

 重度 2 1 0.5 

知的障害者 1 0.5 ― 

 重度 2 1 0.5 

精神障害者 1 0.5※ 0.5 

※精神障害者である短時間勤務職員は、雇入れの日からの期間等に 
かかわらず、当分の間、１人をもって１人とみなします。 

 障害者雇用に関するお問合せ ハローワーク別府 障害者雇用担当まで☎0977-23-8609（44#） 

3 
《事業主の皆さまへ》 

Ｇビズ IDとは？ 

１つのＩＤ・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービス

です。 Gビズ IDの詳細・取得はコチラ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

注意 Gビズ IDエントリーでは雇用関係助成金ポータルをご利用いただけません。 

【お問合せ先】 

大分労働局 

大分助成金センター 

☎ 097-535-2100 

Point 

３ 
Point 

1 
Point 

2 

社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。紙の申請と他の電子申請※も引き続きご利用いただけます。 ※e-Gov電子申請 
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5 
《事業主の皆さまへ》 

4 
《事業主の皆さまへ》 

 

時間外労働の上限規制については、2019（平成31）年4月から施行されています。 

2024（令和6）年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、

時間外労働の上限規制が適用となります。 

特設サイトやパンフレットなどで上限規制を再確認し、長時間労働の解消などによる労働環境の改善により、

働く人、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。 

適用猶予業種の 
時間外労働の 

上限規制特設サイト 
 

はたらきかたススメ 

 最近、電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか？」との勧誘

があり、契約したところ、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載へ移行し、多額

の広告料金を請求されるといった事案が発生しております。 

 求人広告をインターネット等に掲載依頼する際には、事前に広告料金や掲載期

間、無料掲載期間終了後の料金、解約方法等を確認した上で契約を行ってくださ

い。 

《実際に相談のあったケース》 

◆電話で求人広告の無料掲載の案内を受け、申請書が FAXで届き契約。申請書

の下に「○○日経過後は有料掲載へ移行する。」と小さく記載されていたが、

電話では有料掲載の話もなかったことから、記載内容に気がつかなかった。

その結果、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載に移行し、多額の広告料金

を請求された。 

※なお、求人者の求めに応じ、その募集情報をインターネット等で提供すること（あっ

せん行為を含まない。）や、その広告料金を請求することは違法ではありません。 
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6 

7 

3/19 
 

13:30～15:30セミナー 
15:30～16:30個別相談 

再就職のための求職活動の進め方について学び、応

募書類作成・模擬面接等をしながら実践力を身に付け

る専門講師によるセミナー（定員各 12名）定員に満た

ない場合は当日申し込み・受講も可能です。 

3/7・3/21     10:00～16:00  

働くことに悩みを抱えている 15～49歳までの方にキャ

リアコンサルタントが丁寧にコンサルティングを行い、

就職に向けてサポートします。 

 【予約】おおいた地域若者サポートステーションまで 

  ☎ 097 ｰ 533 ｰ 2622 
【申込み】ハローワーク別府まで 

3/21   10:00～12:00  3/7・3/21 10:00～12:00  
再就職を目指す方へ、面接前の施設見学の設定や復

職に向けての研修の紹介などを行っています。 

 

福祉職場への就職についての不安、悩み、資格や職

場体験などの相談・情報提供を行っています。 
【問】大分県看護協会大分県ナースセンターまで 

☎ 097-574-7136 
 

【問】大分県福祉人材センターまで ☎ 097 ｰ 552 ｰ 7000 

3 / 6・1 3・27 
3 

13:40～ 
15:00～ 3/21     

就職に対する心理的な不安に、専門の臨床心理士に

よる相談やアドバイスが受けられます。 

13:30～16:30  

若者（概ね 49 歳以下（学生含む）とその家族）の方の

就職相談、就職支援、情報提供、履歴書の書き方や

面接の受け方等の支援を行います。 

 

【予約】ハローワーク別府まで 

当日 
参加 

事 前 
申込み 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

予約
優先 

【予約等】ジョブカフェおおいた別府サテライトまで 
   ☎ 0977-27-5988 

10:00～11:30 
14:00～16:00   
  

当日 
参加 
 

参加企業については、ハローワーク別府総合受付ま

でお問合わせください。 

予約不要、履歴書不要、服装自由 

3/4・11・18・25    


